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審決 

 

不服２０１９－５９５４ 

 

（省略） 

請求人 サンクスアイ グローバル プライベート リミテッド 

 

（省略） 

代理人弁理士 木村 貴司 

 

 

 商願２０１７－１０３１２０拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審

決する。 

 

結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

理由 

１ 本願商標 

 本願商標は、別掲１のとおりの構成からなり、第３類「化粧品，せっけん類，

歯磨き，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，口臭用消臭剤，動物用防臭剤」

を指定商品として、平成２９年１月１６日に登録出願された商願２０１７－０

０２８７８に係る商標法第１０条第１項の規定による商標登録出願として、同

年８月４日に登録出願されたものである。 

 

２ 引用商標 

 原査定において、本願商標が商標法第４条第１項第１１号に該当するとして、

本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存

続しているものである。 

 登録第５９３９６６２号商標（以下「引用商標」という。） 

 商標の構成 別掲２のとおり 

 指定商品 第３類「せっけん類，歯磨き，化粧品，香料」 

 登録出願日 平成２８年６月７日 

 設定登録日 平成２９年４月１４日 

 

３ 当審の判断 

（１） 本願商標の商標法第４条第１項第１１号該当性について 

ア 本願商標について 

 本願商標は、別掲１のとおり、左側に、赤色で太さの異なる線を下位置で交

差させた縦長ループを二つ、輪の部分を一部重ねるとともにループの左右の線

の先端同士を接して横に並べた図形（以下「図形部分」という。）を配し、そ

の右側には、「ＴＨＡＮＫＳ」の欧文字（「ＨＡＮＫＳ」は「Ｔ」よりやや低
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い。また、「Ｎ」及び「Ｋ」の文字は文字の一部を共有している。以下同

じ。）、赤色で多少図案化された「ＡＩ」の欧文字及び「ＨＡＮＫＳ」の欧文

字の上に小さく「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」の欧文字（以下、「ＴＨ

ＡＮＫＳ」、「ＡＩ」及び「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」をまとめて

「文字部分」という。）を配してなるものである。 

 そして、本願商標を構成する図形部分と文字部分については、両者はほぼ同

じ高さに配置された構成ではあるものの、図形部分は赤色、文字部分は黒色及

び赤色と色彩が異なり、明らかに一体的に結合しているものではないから、両

者は視覚上、分離して看取され得るものである。 

 また、図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの、又は何らかの

意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認めら

れないから、図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。 

 一方、文字部分は、「ＴＨＡＮＫＳ」、「ＡＩ」及び「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔ

ｏ Ｈｅａｒｔ」の欧文字からなるところ、「ＴＨＡＮＫＳ」の部分は「感謝」

などの意味を有する平易な英語「ｔｈａｎｋ」の複数形であり、「ＡＩ」は

「人工知能」を意味する略語であり、「Ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ Ｈｅａｒｔ」は

「心に関連のある」といった意味合いを看取させる英語であって、いずれも我

が国において比較的親しまれた英語や略語からなるものであるから、それぞれ

の欧文字に相応して「サンクス」「エーアイ」及び「リレイテッドトゥーハー

ト」の称呼を生じ、また、それぞれの欧文字は上記意味合いを理解させるとし

ても、全体としては特定の観念を生じないものである。 

 そうすると、本願商標の構成中、図形部分は、特定の称呼及び観念を生じな

いものであって、文字部分とは、称呼及び観念上の関連性を有さないものであ

る。 

 以上によると、本願商標において、図形部分と文字部分は、視覚上、分離し

て看取されるものであって、称呼上及び観念上も関連性を有するものではない

ことからすると、これらは分離して観察することが取引上不自然であると思わ

れるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。 

 そして、図形部分と文字部分とは、本願の指定商品との関係において、とも

に出所識別機能を有するものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別

標識として機能するというのが相当である。 

 そうすると、本願商標の構成中、文字部分は、いずれも我が国において比較

的親しまれた英語であることに比して、図形部分は、一見して何を表すものか

を認識させることのない図形であることから、図形部分は見る者の注意をひき、

看者に強く支配的な印象を与える部分といえるものである。 

 してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中、図形

部分をその記憶にとどめ、その外観をもって取引にあたる場合も決して少なく

ないものといえるから、本願商標から図形部分を要部として分離、抽出し、他

人の商標と比較することも許されるものといえる。 

 なお、請求人は、本願商標は、全体として一連一体で不可分的に結合されて

いるロゴであり、また、図形部分は、文字で表現するのに適切な用語が見当た

らないような図形であるから、出所識別機能を果たす称呼、観念は生じ得ず、
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要部となり得ないものである旨主張する。 

 しかしながら、本願商標の構成中の図形部分は、見る者の注意をひき、看者

に強く支配的な印象を与える部分であって、これを要部として認定し得ること、

上記のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。 

イ 引用商標について 

 引用商標は、別掲２のとおり、太さの異なる線を下位置で交差させた縦長ル

ープを二つ、輪の部分を一部重ねるとともにループの左右の線の先端同士を接

して横に並べた図形からなるところ、これよりは特定の称呼及び観念は生じな

いものである。 

ウ 本願商標と引用商標との類否について 

 本願商標は、上記アのとおり、引用商標は、上記イのとおりの構成からなる

ところ、両商標は、その全体の構成を異にするものの、本願商標の構成中の図

形部分と引用商標との比較においては、色彩の違いはあるものの、構成の軌を

一にする図形であるから、外観上、相紛らわしいものといえる。 

 また、本願商標の構成中の図形部分と引用商標は、ともに特定の称呼及び観

念を生じるものではないから、称呼及び観念において、比較することができな

い。 

 そうすると、本願商標の構成中の図形部分と引用商標とは、称呼及び観念に

おいて比較することはできないものの、外観において紛らわしいものであるか

ら、これらを総合勘案すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのあ

る類似の商標というべきである。 

エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 

 本願の指定商品中、第３類「化粧品，せっけん類，歯磨き，香料」は、引用

商標の指定商品である第３類「せっけん類，歯磨き，化粧品，香料」と同一又

は類似の商品である。 

オ 小括 

 上記アないしエのとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、か

つ、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものである

から、商標法第４条第１項第１１号に該当する。 

 

（２）まとめ 

 以上のとおり、本願商標は、商標法第４条第１項第１１号に該当し、登録す

ることができない。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

 

  令和１年１１月１８日 

 

審判長 特許庁審判官 金子 尚人 

特許庁審判官 小松 里美 

特許庁審判官 有水 玲子 
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別掲１ 

（本願商標）（色彩については、原本参照のこと。） 

 
 

別掲２ 

（引用商標） 

 
 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意） 

 特許庁は、著作権法第４２条第２項第１号（裁判手続等における複製）の規

定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害となら

ないよう十分にご注意ください。 

 

審判長 金子 尚人 

 出訴期間として在外者に対し９０日を附加する。 

 

〔審決分類〕Ｔ１８ ．２６１－Ｚ （Ｗ０３） 
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２６２ 

２６３ 

 

審判長 特許庁審判官 金子 尚人 8028 

特許庁審判官 小松 里美 8227 

特許庁審判官 有水 玲子 9480 

 


